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平成２７年１１月５日

特定非営利活動法人 有機農業参入促進協議会 理事長 殿

農林水産省生産局農業環境対策課長

環境保全型農業直接支払交付金の取組を実施するほ場における太平物産株式

会社が生産し、全国農業協同組合連合会が供給した肥料の使用について

平成27年11月５日付けで全国農業協同組合連合会（以下「全農」という ）が公表した。

別添の資料（ 肥料の回収および農産物への対応について ）によれば、全農が太平物産「 」

株式会社（秋田県秋田市卸町三丁目３番１号、以下「太平物産」という ）から購入し、。

「ＪＡマーク 「全農マーク」を付してＪＡをとおして生産者に供給した肥料について、」

太平物産がチラシや肥料袋に明示している原料や配合割合と異なる内容の肥料が多数存

在することが明らかになりました。

つきましては、こうした事案が発生したことを踏まえ、貴会会員に対して、下記のと

おり、当該肥料を使用する場合には環境直接支払の事業の要件を満たさなくなる可能性

があることについて速やかに周知することをお願いします。

また、平成27年度の環境直接支払の取組を実施した又は実施するほ場において当該肥

料を既に使用した場合は、下記のとおり取り扱いますので併せて周知するよう依頼願い

ます。なお、平成26年度以前に環境直接支払の交付を受けたものについては返還を求め

ません。

また、有機農業や環境保全型農業に取り組む農業者のうち環境直接支払に取り組むこ

とが見込まれる農業者以外に対しても、当該事案の発生に伴い有機農業や環境保全型農

業の取組に支障が生じることが想定されることについて、併せて周知することを依頼願

います。



記

１ 環境直接支払の取組を実施するほ場において当該肥料を使用する場合

（１）有機農業の取組については、当該肥料に化学肥料が含まれていた場合は化学肥

料を使用しないという事業の要件を満たさなくなる可能性があること。

（２）有機農業以外の取組については、化学肥料の使用を都道府県の慣行レベルから

５割以上低減するという事業の要件を満たさなくなる可能性があること。

２ 当該肥料を既に使用した場合の平成27年度環境直接支払の取扱い

（１）有機農業の取組について、当該肥料に化学肥料が含まれていた場合は、事業の

要件を満たさなくなることから交付対象とならないこと。

（２）有機農業以外の取組について、当該肥料に含まれる化学合成された窒素成分量

を踏まえ、事業の要件に適合するかについて確認した上で交付の可否を判断する

こと。




